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高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議設置要綱

平成30年５月１日制定

（目的）

第１条 高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議（以下「検討会」という。）は、

高知龍馬空港・航空ネットワークの持続的な発展を目的に、国内線・国際線の路線誘致及

び既存路線の拡充等に向け、「高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略（以下「総合戦略」

という。）」の策定及び実施について、必要な協議を行うため設置する。

（事業）

第２条 検討会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

（１） 総合戦略の策定に向けた協議に関すること。

（２） 総合戦略に位置づけられた事業の実施に関すること。

（３） 前各号に掲げるもののほか、当検討会の目的を達成するため必要なこと。

（組織）

第３条 検討会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

（会長、副会長及び座長）

第４条 検討会には、会長１名、副会長１名及び座長１名を置く。

２ 会長には高知県副知事を、副会長には高知空港ビル株式会社代表取締役社長をもって充

てることとし、座長は会長が指名する。

３ 会長は、検討会を代表し、その会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐して会議の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠け

たときは、会長の職務を代理する。

５ 座長は検討会議の議事を進行する。座長に事故があるとき又は欠けたときは、会長がそ

の職務を代理する。

（会議）

第５条 検討会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集する。

２ 委員が検討会に出席できない場合は、あらかじめ届け出た者が代理出席することができ

る。

３ 会議の議決方法は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。

４ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事

運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

５ 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料の提出、又は会議

への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
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（事務局）

第６条 検討会の業務を処理するため、検討会に事務局を置く。

２ 事務局は、高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課に置く。

（要綱の変更）

第７条 この要綱を変更する場合は、検討会の承認を得なければならない。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討会で決定する。

附 則

この要綱は、平成30年５月１日から施行する。



別表（第３条関係）
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高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議構成員

区 分 団 体 名 代 表 者 名

自治体等

（4名）

高知県 副知事 岩城 孝章
いわき たかあき

南国市 市長 平山 耕三
ひらやま こうぞう

高知県市長会 会長 岡﨑 誠也
おかざき せ い や

高知県町村会 会長 池田 洋光
い け だ ひろみつ

空港関係

（４名）

大阪航空局高知空港事務所 空港長 林 絹子
はやし きぬこ

四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 所長 髙阪 雄一
こうさか ゆういち

高知空港ビル株式会社 代表取締役社長 十河 清
とおごう きよし

一般財団法人空港環境整備協会高知事務所 所長 内田 裕人
うちだ ひろと

ＣＩＱ関係

（5名）

神戸税関高知税関支署 署長 渡部 幸雄
わたなべ ゆきお

高松入国管理局高知出張所 所長 冨士原 賢一
ふ じ わ ら けんいち

広島検疫所高知出張所 所長 福井 昇
ふ く い のぼる

動物検疫所神戸支所四国出張所 所長 籠島 恵介
かごしま けいすけ

神戸植物防疫所坂出支所高知出張所 所長 土手 二巳一
ど て ふ み かず

航空会社

（３名）

全日本空輸株式会社 高知支店 支店長 後藤 昌弘
ごとう まさひろ

日本航空株式会社 高知支店 支店長 磯村 康志
いそむら やすし

株式会社フジドリームエアラインズ

高知空港支店
支店長 秋山 正之

あきやま まさゆき

二次交通関係

（1名）
一般社団法人高知県バス協会 会長 片岡 万知雄

かたおか ま ち お

経済関係

（１名）
高知県商工会議所連合会 専務理事 杉本 雅敏

すぎもと まさとし

学識経験者

（１名）
慶應義塾大学 教授 加藤 一誠

か と う かずせい


